
１ 法人県民税の税率

（１）均等割

(注１)　均等割には、「秋田県水と緑の森づくり税」として８％相当額が加算されています。

(注２)　上表の税率の適用について、事業年度が１年未満の場合は月割計算した金額とします。

（２）法人税割

(注１)　法人税割には、令和12年3月31日までに終了する各事業年度分の税率に超過課税が適用されています。

(注２)　事業年度が１年未満の場合は課税標準となる法人税額を月割により算出します。

２ 法人事業税の税率

（１） 外形標準課税法人

　 資本金の額や出資金の額が１億円を超える法人 （公益法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人等を除く）

報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料、単年度損益の合計額 付加価値額の  　 　1.2/100

資本金等の額※の　0.5/100

所得 　　　　所得の　　        　     1/100

(注１)　事業年度が１年未満の場合は課税標準となる額を月割により算出します。

◎令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度の税率

税　率　適　用　区　分 税率

資本金等の額を有する法人で資本金等の額※が1千万円以下であるもの、公共法人及び公益法人
等のうち均等割を課すことができないもの以外のもの、一般社団法人及び一般財団法人、人格
のない社団等

　　　　　　年額　　21,600円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額※が１千万円を超え1億円以下であるもの 　　　　　　 〃　　　54,000円

　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　１億円を超え10億円以下であるもの  　　　　　　〃　 　140,400円

　　　　　　　　　　〃　　　　   　　 　　10億円を超え50億円以下であるもの 　　　　　　 〃　 　583,200円

　　　　　  　　　　〃　　　　　 　　 　　50億円を超えるもの 　　　　　　 〃　 　864,000円

※「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額（又は出資金の額）」に満たない場合には、「資本金と資本準備金の合計額（又は出資金の
額）」により均等割の税率を算出します。

税　率　適　用　区　分　 税率

資本金の額や出資金の額が１億円を超える法人

保険業法に規定する相互会社

法人税額が年1千万円を超える法人

法人税額が年1千万円以下の法人 　　　　〃　　　　1/100

税　率　適　用　区　分 税率

付加価値割

資 本 割 資本金等の額※

所 得 割

※「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額（又は出資金の額）」に満たない場合には、「資本金と資本準備金の合計額（又は出資金の
額）」を課税標準額とします。
（注２）　前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、当該事業年度に資本金の額又は出資金の額が１億円以下で、資本金と資本剰
余金の合計額が１０億円を超えるものは、外形標準課税の対象となります。（令和７年４月１日以後に開始する事業年度から適用）
（注３）　資本金と資本剰余金の合計額が５０億円を超える法人等の１００％子法人等のうち、資本金の額又は出資金の額が１億円以下で、資本金と
資本剰余金の合計額が２億円を超えるものは、外形標準課税の対象となります。（令和８年４月１日以後に開始する事業年度から適用）
　なお、新たに外形標準課税の対象法人となったことにより、従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる場合には、次のとおり税負担を軽減
する措置が講じられます。
　・令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に開始する事業年度
　→　当該超える額の２／３を軽減
　・令和９年４月１日から令和10年３月３１日までの間に開始する事業年度
　→　当該超える額の１／３を軽減

  法人税額の1.8/100

資本金の額や出資金の額が
１億円以下の法人など
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（２） 外形標準課税法人以外の法人

所得のうち年400万円以下の金額

　　  〃　　年400万円を超え800万円以下の金額

　一般の法人、人格の 　　　〃　　年800万円を超える金額

 特別法人 所得のうち年400万円以下の金額

　農業協同組合、信用 　　　〃　　年400万円を超える金額

　金庫、医療法人など

(注)　上表の税率適用区分のうち所得の適用について、事業年度が１年未満の場合は月割計算した金額とします。

３ 特別法人事業税（国税）の税率

４ 予定申告額の計算方法 

(注)　上表の他、法人県民税均等割も申告します。

法　人　の　種　類 税　率　適　用　区　分 税率

　　所得の　　　　   3.5/100

 普通法人 　　 　〃　             5.3/100

　     〃                  7/100

　ない社団や財団など

　　 　〃         　    3.5/100

　     〃                4.9/100

電気供給業（小売電気事業等・
発電事業等及び特定卸供給事
業を除く。）、導管ガス供給業、
保険業を行う法人

収入金額の            1/100

電気供給業（小売電気事業等・
発電事業等及び特定卸供給事
業に限る。）を行う資本金の額又
は出資金の額が１億円超の普通
法人

収入金額の 　　　　　0.75/100
付加価値額の　　　　0.37/100
資本金等の額※の　0.15/100

電気供給業（小売電気事業等・
発電事業等及び特定卸供給事
業に限る。）を行う資本金の額又
は出資金の額が１億円以下の普
通法人等

収入金額の          0.75/100
所得の　              1.85/100

収入金額の 　　　　　0.48/100
付加価値額の　　　　0.77/100
資本金等の額※の　0.32/100

※「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合計額（又は出資金の額）」に満たない場合には、「資本金と資本準備金の合計額（又は出資金の
額）」を課税標準額とします。

区　　分 税率

外形標準課税法人  法人事業税所得割額の    260/100

所得を課税の基礎とする法人（普通法人、公益法人等）         〃      所得割額の      37/100

所得を課税の基礎とする法人（特別法人）     　  〃      所得割額の   34.5/100

        〃      収入割額の      30/100

収入金額を課税の基礎とする法人（小売電気事業等・発電事業等及び特定卸
供給事業に限る。）

        〃      収入割額の      40/100

特定ガス供給業を行う法人         〃      収入割額の   62.5/100

特別法人事業税(国税) 前事業年度の特別法人事業税額　　　　　÷前事業年度の月数　×６

3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行って
いる法人で資本金の額や出資金の額が１千万円以上のもの

　     〃                  7/100

3以上の都道府県に事務所・事業所を設けて事業を行って
いる法人で資本金の額や出資金の額が１千万円以上のもの

　     〃                4.9/100

外形標準課税
法人以外の法
人

区分 税　額　の　計　算

法人県民税法人税割 前事業年度の法人県民税法人税割額　　　×６　÷前事業年度の月数

法人事業税 前事業年度の法人事業税額（割ごとの額）÷前事業年度の月数　×６

収入金額を課税の基礎とする法人（小売電気事業等・発電事業等・特定卸供
給事業・特定ガス供給業を除く。）

特定ガス供給業を行う法人
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